様式１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

ふるさとつしま応援寄附金返礼品事業　パートナー事業者申込書
（宛先）津島市長
　「ふるさとつしま応援寄附金返礼品募集要項」に基づき、パートナー事業者として申込みします。
	申込者
	住所又は所在地
商号又は名称
代表者職氏名
電　話
ＦＡＸ
E-mail
ホームページURL継続の申込みに当たっては、津島市が申込者の津島市の市税等の納税状況を確認することについて、同意します。


	申込区分
	☐新規
	☐継続　☐

	担当者
	☐申込者と同じ
所　
	☐申込者と異なる　所属：
　　　　　　　　氏名：

	担当者連絡先
	住　所…☐申込者と同じ

	☐申込者と異なる：〒　　　‐


	
	電　話…☐申込者と同じ
	☐申込者と異なる：

	
	上記以外の日中つながる連絡先：

	
	ＦＡＸ…☐申込者と同じ
	☐申込者と異なる：

	
	E-mail…☐申込者と同じ
	☐申込者と異なる：

	本事業者は、次の要件をすべて満たすものです。
（１）原則、市内に本社(本店)、支社(支店)、事業所又は工場がある法人、団体又は個人事業者であること。又は取扱商品が津島優良特産推奨品に認定された事業者であること。
（２）市税に滞納、未申告等がないこと。
（３）代表者等が、津島市暴力団排除条例(平成23年３月31日条例第３号)第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第２条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合、当該法人の役員が暴力団員に該当した場合を含む。)でないこと。
（４）各種法令規則等を遵守し、生産、製造、販売、役務(体験・サービス)の提供等を行っていること。
（５）行政機関から行政指導を受けていない、又は改善した事業者であること。
（６） 業務を履行するにあたり、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び「津島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和４年12月21日条例第17号)」のほか、各種法令規則等を遵守するとともに、市の求めに応じ、必要書類を提出できること。
（７）返礼品の受注・発送管理を当該事業者及びその関連事業者で適切に行うことができること。
（８）返礼品の提供に必要な官公庁等の許認可を取得していること。返礼品が食料品、飲料品又は食事サービスの場合には、食品衛生法等に基づく許認可等を取得し、提供を行っていること。また、食品表示法に違反（特に事実と異なる産地名の表示）することなく、適正な返礼品を確実に供給できる体制を整備していること。


※津島市使用欄
	管理番号：
	申込資格
	☐満たす ☐満たさず（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



様式１　　　　　　           　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和○年○月○日記載例

  
ふるさとつしま応援寄附金返礼品事業　パートナー事業者申込書
（宛先）津島市長
　「ふるさとつしま応援寄附金返礼品募集要項」に基づき、パートナー事業者として申込みします。
	申込者
	住所又は所在地　　津島市立込町○丁目○番地継続の場合は、納税状況の確認に関する項目にもチェックしてください。

商号又は名称　　　津島商事株式会社
代表者職氏名　　　代表取締役　津島　太郎
電　話　　　　　　０５６７－２４－００００
ＦＡＸ　　　　　　０５６７－２４－００００
E-mail　　　　　　xxxxxx@xxxxxx.co.jp
ホームページURL　httpｓ://www.xxxxxxxxxx.co.jp継続の申込みに当たっては、津島市が申込者の津島市の市税等の納税状況を確認することについて、同意します。


	申込区分
	新規
	☐継続　☐

	担当者
	☐申込者と同じ
所　
	申込者と異なる　所属：営業部
　　　　　　　　氏名：津島　花子

	担当者連絡先
	住　所…☐申込者と同じ

	申込者と異なる：〒496‐0000
津島市橘町□丁目□番地

	[bookmark: _Hlk206674685]
	電　話…☐申込者と同じ
	申込者と異なる：０５６７－２４－９９９９

	
	上記以外の日中つながる連絡先：０９０－００００－００００

	
	ＦＡＸ…☐申込者と同じ
	申込者と異なる：０５６７－２４－９９９９

	
	E-mail…☐申込者と同じ
	申込者と異なる：xxxxxx @xxxxxx.co.jp

	本事業者は、次の要件をすべて満たすものです。
（１）原則、市内に本社(本店)、支社(支店)、事業所又は工場がある法人、団体又は個人事業者であること。又は取扱商品が津島優良特産推奨品に認定された事業者であること。
（２）市税に滞納、未申告等がないこと。
（３）代表者等が、津島市暴力団排除条例(平成23年３月31日条例第３号)第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第２条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合、当該法人の役員が暴力団員に該当した場合を含む。)でないこと。
（４）各種法令規則等を遵守し、生産、製造、販売、役務(体験・サービス)の提供等を行っていること。
（５）行政機関から行政指導を受けていない、又は改善した事業者であること。
（６） 業務を履行するにあたり、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び「津島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和４年12月21日条例第17号)」のほか、各種法令規則等を遵守するとともに、市の求めに応じ、必要書類を提出できること。
（７）返礼品の受注・発送管理を当該事業者及びその関連事業者で適切に行うことができること。
（８）返礼品の提供に必要な官公庁等の許認可を取得していること。返礼品が食料品、飲料品又は食事サービスの場合には、食品衛生法等に基づく許認可等を取得し、提供を行っていること。また、食品表示法に違反（特に事実と異なる産地名の表示）することなく、適正な返礼品を確実に供給できる体制を整備していること。


[bookmark: _Hlk206758312]※津島市使用欄
	管理番号：
	申込資格
	☐満たす ☐満たさず（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



